
４．通知書類について
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◆通知書類の取得先
・電子請求受付システム …ログイン →「照会一覧」
・簡易入力システム …「詳細メニューへ」→「送信内容確認」
・取込送信システム …「請求情報送信履歴」

取得後３か月で削除されます。
必ず印刷等して保管してください。

〈簡易入力システムの場合〉

参照マニュアル：
「電子請求受付システム操作マニュアル（事業所編）」
「電子請求受付システム操作マニュアル

（簡易入力/詳細メニュー編）」
「電子請求受付システム操作マニュアル（取込送信編）」

◆通知書類はシステムに掲載されます。
取得してご覧ください。（郵送ではありません）
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通知書類の種類

◆請求翌月の第１営業日

・障害福祉サービス費等支払決定増減表

・返戻等一覧表 ※返戻がない場合は作成されません。

◆請求翌月の１０日頃（10日が土日祝の場合 → 前営業日）

・障害福祉サービス費等支払決定額通知書

・障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

・処遇改善（特別）加算総額のお知らせ

・障害福祉過誤決定通知書 ※過誤をされた場合のみ



主な通知書類[１]

◆返戻等一覧表（請求月の翌月第１営業日）
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お問合せの多いエラーコード

ED01…すでに支払い済の請求データを送信されたため、重複請求で返戻となります。

請求済データをうっかり送信してしまった場合、再請求の必要はありません。

PP19…（明細書と対で出力されている場合）明細書の返戻に伴い、実績記録票も

返戻となっています。明細書と実績記録票を併せて再請求してください。

返戻（へんれい）…請求内容に不備があり、支払につながらなかったもの。
一覧表に記載のあるものは再度請求してください。

参照マニュアル：「簡易入力システム（補足資料）」

◆返戻のお問い合せ◆
・「SA01」「TA01」など“Ｓ”“Ｔ”から始まるエラーコード：

市町村の審査により返戻となっています。市町村にお問合せください。
・上記以外のエラーコード：

国保連合会障害福祉係（電話：052-962-1369）にお問い合せください。



主な通知書類[２]

◆支払額決定通知書（請求月の翌月１０日頃）
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電子証明書発行手数料が
相殺された場合

こちらに記載されます。


